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評価実施
年度

評点 評点

① ２～４ 1

② ２～４ 1

③ ２～４ 1

④ 全体 1

⑤
５

５－２ 1

① ７ 1

② ７ 1

③ ８ 0

④ ８ 0

⑤ ９ 0

① １０ 1

② １０ 0

③ １０ 1

④ ５－２ 1

⑤ 全体 1

① ４、８ ▲ 1

② １１ 1

③ １１ 1

④ １２ 1

⑤ １２ 1

評点の集計結果等

基準点※2 評点 評価点数

① ② ①＋②

１　県関与の必要性 5 5 10

２　経営体制 5 2 7

３　財務状況 5 4 9

４　県からの支援 5 3 8

評
価
の

視
点

評価項目 評価配点
調査票
該当
番号

団体による評価

公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る評価シート
【公益法人以外用】

※1【説明】は評点をつけた側が理由等を記入し、【コメント】は評点をつけた側の採点結果及
び説明を受けて評点をつけていない側が所見を記入しています。

健康福祉部障害福祉事業課 令和7年度（福）千葉県身体障害者福祉事業団

１
　
県
関
与
の
必
要
性

当初の目的を踏まえつつ現在において必要性
を問い直してもなお、出資又は出捐関係を維
持する意義

  1点：意義が大きい。
  0点：意義が大きいとは言えない。
▲1点：意義がない又は乏しい。

【コメント】
　事業団は千葉リハビリテーションセ
ンターの指定管理者として、民間施設
では対応が難しい患者に対する総合的
なリハビリテーションの提供や重症心
身障害児、肢体不自由児、医療的ケア
児への入所・通所支援等を実施してい
る。
　また、共生社会の実現に向けて県内
の医療・障害福祉・介護施設や行政と
の関係構築や専門職へ向けた研修会等
を実施し、同種施設の指導的役割を
担っている。
　引き続き、法人設立目的である県民
福祉の向上と増進に向けて時勢に応じ
た事業を展開するとともに、県出資団
体として経営の改善に継続的に取り組
んでいく。

類似団体や民間団体などの他の担い手が存在
している場合においてもなお、出資又は出捐
関係を維持する意義

県が定めた関与方針（策定済みであれば経営
健全化方針を含む）に沿った取組

  1点：概ね順調に進捗している。
  0点：進捗していない部分がある。
▲1点：主要な部分が進捗していない。

県が自ら施策を実施することその他の事業手
法と費用対効果を比較して、出資又は出捐関
係を維持する意義

将来見通しを踏まえた、現状の県関与の必要
かつ妥当な水準・方法

所管所属による評価

説明又はコメント※1 説明又はコメント※1

【説明】
　主として肢体不自由児（者）への支
援施設を運営していた設立時と比べ、
病院としての医療機能の付加、重症心
身障害児者・医療的ケア児者の支援、
高次脳機能障害支援や地域リハビリ
テーション推進など障害福祉を取り巻
く環境の変化に伴い、千葉県千葉リハ
ビリテーションセンターが求められる
役割は年々拡大している。
　当該事業団は、このような状況にお
いて、特殊性・専門性の高い医療分野
を担い、民間の医療機関での対応が困
難な脊髄損傷、高次脳機能障害者等に
対して高度で包括的なリハビリテー
ションを行う同センターを設立時から
継続して運営しており、出資又は出捐
関係を維持する意義や費用対効果はあ
るといえる。
　令和６年度は人件費支出が増加した
一方で料金収入も増加し、単年度収支
で黒字を達成しており、概ね順調に経
営改善を図ることができた。

  1点：意義が大きい又は類似団体等は存在しない。
  0点：意義が大きいとは言えない。
▲1点：意義がない又は乏しい。

  1点：意義が大きい。
  0点：意義が大きいとは言えない。
▲1点：意義がない又は乏しい。

  1点：水準・方法の維持や拡大が適当である。
  0点：水準・方法の縮小や拡大、見直しを検討中であ
る。
▲1点：水準・方法の廃止検討や縮小、変更を行ってい
る。

【説明】
　社会福祉法に基づいて適正な法人運
営及び会計処理を行っている。
　会計監査人の監査法人による監査を
毎年実施しており、直近3年間の決算
についてはいずれも無限定適正意見で
あった。
　理事・監事に民間人材を起用してい
るが、経営責任者（理事長）は県退職
者である。
  建て替えによる病床数増を予定して
いる中で、看護師、介護福祉士、保育
士等の採用困難職種の人材を安定的に
確保していくことが課題である。

【コメント】
　法人運営や財務会計処理は、いずれ
も社会福祉法に基づいて適正に行わ
れ、法人の財務状況は全ての重要な点
において適正に表示している。
　経営責任者（理事長）は県退職者で
あるが、センターが取り組んでいる医
療分野と福祉分野にわたる先進的な事
業を総合的に実施していく上で、これ
までの幅広い実務経験や組織統括能力
が十分に活用されるものと考えてお
り、適切な起用といえる。その他の理
事には民間人材も起用しており、適切
に民間人材を起用しているといえる。
　経営評価の指標（施設稼働率）が未
達成となった要因には新型コロナウイ
ルス対応による稼働制限等やむを得な
いものだけではなく、今後は病床稼働
率の確保等利用者の増加に向けた対策
が望まれる。
　採用困難職種人材の安定的な確保と
いう将来的な課題については、千葉リ
ハビリテーションセンター再整備後に
おける運用上の課題の一つとして、解
決に向け検討していく。

「監査」の法令等に基づいた適正な実施
  1点：義務を超えて又は外部的な監査を行っている。
  0点：義務の範囲内で行っている。
▲1点：義務を守れていない部分がある。

役員（監事・監査役を除く）への民間人材等
（民間人材及びプロパー）の起用

  1点：経営責任者に民間人材等を起用している。
　0点：経営責任者ではないが民間人材等を起用してい
る。
▲1点：民間人材等は起用していない。

人員体制の将来見通し
  1点：課題は見当たらない。
　0点：将来的な課題がある。
▲1点：5年以内に対応すべき課題がある。

中長期的な経営計画や達成目標となる指標の
達成状況

  1点：概ね達成できている。
　0点：達成できていない部分がある。
▲1点：策定していない又は主要な部分が未達成である。

３
　
財
務
状
況

債務超過の状況
  1点：直近3年間はいずれも債務超過ではない。
  0点：直近3年間に債務超過の年度があった。
▲1点：直近の決算は債務超過である。

  1点：課題は見当たらない。
　0点：将来的な課題がある。
▲1点：5年以内に対応すべき課題がある。

２
　
経
営
体
制

「理事会等の開催・運営」や「財務諸表等の
作成・公表・備置」の法令等に基づいた適正
な実施

  1点：義務を超えて行っている。
  0点：義務の範囲内で行っている。
▲1点：義務を守れていない部分がある。

【説明】
　直近3年間のうち令和４年度におい
て経常損益が赤字となったが、累積損
益は黒字であり、債務超過及び資金不
足も発生していない。

【コメント】
　令和２年度は経常損益が赤字となっ
たが、これは新型コロナウイルス対応
のため稼働制限や縮小を行ったことに
よるもので、最小限の減収に留めたこ
ともあり、やむを得ないものと考えて
いる。
　一方、令和４年度における経常損益
等の赤字は、近隣の回復期リハビリ
テーション病院の増加による競争の激
化による収益減といった新型コロナに
伴う稼働制限以外の要因があり、令和
５年度においても収益は改善したもの
の病床稼働率等はコロナ前の水準に
戻っておらず、引き続き、病床稼働率
の確保等利用者の増加に向けた対策が
望まれる。
　なお、債務超過や資金不足は発生し
ておらず、経営健全化方針の策定要件
に該当していないことから、直ちに経
営健全化の必要があるとは考えていな
い。

経常損益の状況
【公益法人以外用の評価項目】

  1点：直近3年間はいずれも黒字である。
  0点：直近3年間に赤字の年度があった。
▲1点：直近の決算は赤字であった。

繰越損益の状況
【公益法人以外用の評価項目】

  1点：直近3年間はいずれも黒字である。
  0点：直近3年間に赤字の年度があった。
▲1点：直近の決算は赤字であった。

経営健全化の必要性
  1点：経営健全化方針の策定要件に該当しない。
  0点：要件に将来的に該当する可能性がある。
▲1点：要件に該当する。

財務状況の将来見通し
※経営健全化方針を策定している団体は、
現時点の中長期的な収支予測比で、上回る
1点、概ね予測どおり0点、下回る▲1点

評点の集計結果のレーダーチャート

評価の視点

４
　
県
か
ら
の
支
援

県からの人的な支援の状況
  1点：人的な支援は受けていない。
  0点：人的な支援を受けている。
▲1点：県が給与等を負担する人的な支援を受けている。

【説明】
　県の法人に対する財政支出は指定管
理料・委託料・補助金があり、指定管
理料が大半を占める。借入・損失補償
等は受けていない。
　職員のうち医師については県からの
派遣となっている。

【コメント】
　県から事業団に対する支出は主に千
葉リハビリテーションセンターの指定
管理料であり、借入金や損失補償、赤
字補填は行っていない。
　常勤医師は県からの派遣としている
が、全国的な医師不足の中、安定的な
人材確保のために派遣としており、県
の関与が廃止又は縮小された場合、全
国的・社会的に採用困難である医師の
確保が困難となり、病院自体の運営に
大きな影響が生じることからも県から
の派遣は必要であると考える。

経営難を理由とした県からの借入金残高の状
況

  1点：0円又は対前年度決算比で減少が10％超である。
  0点：対前年度決算比で増減が10％以内である。
▲1点：対前年度決算比で増加が10％超である。

経営難を理由とした県による損失補償等の状
況

  1点：0円又は対前年度決算比で減少が10％超である。
  0点：対前年度決算比で増減が10％以内である。
▲1点：対前年度決算比で増加が10％超である。

総務課による総括コメント

　一部を除き経営状況等について問題がある事項は、特段見受けられない。関与方針に基づき団体と県で連携して経営改善
を進め、引き続き、団体の設立目的や県が関与している意義に沿った事業展開を図っていただきたい。事業の実施に当たっ
ては、業務量の変化に応じた効率的かつ弾力的な対応が可能な人員体制となるように努めていただきたい。
　なお、県が給与等を負担する人的な支援を多数受けているが、全国的な医師不足の現状を踏まえると、現時点ではやむを
得ないものと考える。

運営費補助や赤字補填等を目的とした県から
の財政的な支援の状況

  1点：直近5年間には受けていない。
  0点：直近5年間で受けた年度があった。
▲1点：直近の決算で受けていた。

経営難を理由とした県の追加出資又は出捐の
状況

  1点：直近5年間には受けていない。
  0点：直近5年間で受けた年度があった。
▲1点：直近の決算で受けていた。

※2「基準点」は、超えていな
ければ、その評価の視点は改善
が望まれる状態を意味する点数
で、団体の強み、弱みを把握し
て改善を図る際に、参考にして
もらうことを期待しています。

10

7

9

8

１ 県関与の必要性

２ 経営体制

３ 財務状況

４ 県からの支援

評価点数

基準点※2


